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最終段階にあること
)肺蘇生の実施を望まない意思」があること
思決定に際し想定された症状と理症が合致していること
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。速やかに心肺蘇生を開始します。

辰をおいた活動を行うためです。

ま、現行のとおり警察官を要請し、

①心肺停止の確認
②lb肺蘇生の実施と情報聴取
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○ 直接又は訪間看護師等を経由してもかかりつけ医等に連絡がつかない場合や、家族等又はかかり

つけ医等に傷病者を弓|き継げない場合等は、心肺蘇生を継続 して 2次医療機関等に搬送 します。

○ 心肺蘇生を実施 しない、死亡確認や死亡診断のための搬送は、総務省消防庁から「救急業務に該

当しないと考えられる」との見解が示されているため、医療機関に搬送することはできません。
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対象とします。東京都MC協議会の事後検証委員会等により、適宜 ∠ていきます。


